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はじめに 

田辺元Ⅱ ，は 周知のとおり 西田幾多郎となら 

ぶ京都学派の 代表的な哲学者であ る。 西田が 

「場所の論理」を 唱えたのに反対して、 田辺 

は「種の論理」を 主張し、 それによって 同じ 

「絶対 無 」の哲学に別の 局面を切り開いたと 

考えられている。 

ところで、 西田哲学の全体が「場所の 論理」 

の 一貫した発展深化として 理解されうるのに 

対して、 田辺哲学の発展には、 田辺自身によ 

って明確に自覚されている 重大な断絶があ る。 

この断絶は、 終戦直前に田辺がもったという、 

いわゆる 「 犠悔 」という回心体験によっ 生じ 

たものであ り、 この体験に基づいて 展開され 

た 思索は、 まず最初に 宇働悔道 としての 哲拳山 

( l946 年 4 月刊行、 本稿では以下 V 働 悟道山と 

略記する ) として公にされた。 この書名に現 

われているとおり、 「 樹悔 」 という体験が 彼 

の哲学に決定的な 影響を与えたのであ り (9. 

l7-l8) 、 この書物で田辺が 述べているところ 

にしたがえば、 この体験の前後で 彼の哲学は、 

いわゆる 「自力哲学」から「他力哲学」へと 

質的にまったく 変化したのであ る。 そして、 

それ以後の彼の 哲学がすべて、 この「 働悔 」 

という回心体験によって 規定されており、 

「他力哲学」というこの 性質を保持している 

限りにおいて ", 、 丁樹 恒道山以降の 彼の哲学 

の立場を一括して「 働悔道 としての哲学」と 

特徴づけることができるであ ろう。 本稿では 
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「 働 ，海道としての 哲学」という 言葉を、 田辺 

のそのような 哲学の立場を 現わすものとして 

使用する。 

それでは「 7%, 海道としての 哲学」、 「他力 

哲学」とはいったいいかなるものなのであ ろ 

うか。 その中心であ る「・ 繊悔 」とは、 さしあ 

たりまず自己の 罪や自己の無力に 対する自覚 

に他ならない。 田辺の場合、 戦時中、 とりわ 

け 学徒出陣に際して 経験した自分自身の 哲学 

の沖 力 め 自覚こそが「 働悔 」のこの側面であ 

ったと考えられる。 しかしながら、 この無力 

の自覚が、 この無力の結果であ る具体的な過 

失や罪悪に対する 後・悔に留まっている 限り、 

それはまだ「 働悔 」と呼ぶに値しない。 「掛 

， 悔 」とは 上 詞のような 罪 ないし妊力 め 自覚に 

直面して、 そのような自己の 否定あ るいは放 

棄を徹底することであ る。 田辺の場合には、 

自力によっ て 哲学するという 立場を絶対的に 

放棄することがそれであ る。 

このよう な 徹底的な自己否定あ るいは自己 

放棄は、 自己を否定する 自己、 自己を放棄す 

る自己が、 自己として残っている 限り可能で 

はない。 「自力」による 徹底的な自己否定な 

どはあ りえない。 それゆえ、 「， 掛 ・ 晦 」におけ 

る徹底的な自己否定とは、 他力によって 自己 

否定へと導かれるという 仕方で生起するので 

なければならない。 すな ね ち、 「 犠 ， 晦 」とい 

うもの自体がすでに 自力によっては 可能にな 

らない事柄なのであ る。 「 働 ，悔は他力の 行に 

外ならぬ」 (9.4) ゆえんであ る。 

2
 

｜
 

南山宗教文化研究所報第 2 号 l9% 年 



ところが、 このようにして 他力によって 自 

己否定へと導かれた 自己は、 この同じ他力に 

よって「転換復活」させられる。 これもまた 

「 働悔 」という行に 含まれているのであ る。 

そして、 なに ゆ えそうなのかということは、 

もはや説明不可能であ るが (9,23) 、 田辺自 

身もまた、 他力が「私を 転換的に向け 変へ、 

従来と異なる 新しき道に再出発せしめる」 

(9.4) という体験をしたと 言う。 この「従来 

と異なる新しき 道 」は、 田辺の場合再び 哲学 

に他ならない。 つまり、 田辺の哲学的自己が 

復活せしめられ、 再び哲学を展開するのであ 

る。 

しかしながら、 それはもはや「自力哲学」 

ではなく 「他力哲学」とでも 言うべきもので 

なければならないと 言う。 田辺によれば、 彼 

には哲学の領域以覚に 生活はなく、 哲学 即 生 

活であ る (9.40) 。 したがって、 いまや彼の 

新しい哲学こそが 彼の生の「転換復活」その 

もの、 したがってまた 彼の「 犠悔 」そのもの 

であ る。 ところが、 この「 働 ， 晦 」が「自力」 

によって遂行されるものではなく、 「他力」 

によって行ぜしめられるものなのであ るから、 

この新しい哲学は「他力哲学」と 言わざるを 

えないのであ る。 上述のとおり、 彼が自己の 

簗 力 ないし罪に直面したのはまさに 彼の哲学 

においてであ ったのだから、 彼が自己の「転 

換復活」 を体験するのが 哲学の領域において 

であ ると考えられるのも 当然であ ろう。 彼の 

哲 学 こそが彼の「 働 ， 海 」であ る。 そして、 こ 

れこそがまた、 彼の哲学が「 樹 ， 悔 」を対象と 

する「 働 悔の哲学」ではなく、 まさに「 働悔 」 

として行じられるべき「 犠 恒道としての 哲学」 

と考えられるのえんでもあ る (9,8) 0 

ところで、 田辺を「転換復活」させたこの     

「他力」は、 相対的な存在者を 絶対否定し、 

「転換復活」せしめる 絶対他力として、 「絶 

対 無 」でなければならない。 しかし、 それは 

「 無 」であ る以上、 相対的な存在者に 直接的 

に働きかけることはできない。 それは他の相 

対的存在者をとおして 作用する (9.3l/4l) 。 

田辺を「 働悔 」へと導いたのも、 直接的には 

親鸞の浄土教の 教えであ ったと田辺は 考えて 

いる (9,7/40) 。 " 。 「絶対曲」はこのように 

自ら復活を経験した 相対的存在者の 働きをと 

おしてのみ作用しうる。 また、 相対的存在者 

の方は、 このような「絶対曲」の 働きの媒介 

となって 、 他の相対的存在者の「転換復活」 

という救済を 促進することによって、 自分自 

身の「転換復活」という 救いを証することが 

できる (9.233) 。 田辺は、 上述の自己自身の 

「転換復活」の 経験の側面を「 働悔 」の「往 

相」と呼び、 これに対して、 他の相対的存在 

者の救済の促進に 参与することによる、 自己 

の「転換復活」の 証の側面を「 犠悔 」の「還 

相」と呼び、 「 犠悔 」がこの「往還」の 両面 

からなっていることを 主張している。 

そうであ れば、 田辺のこの新しい 哲学は彼 

の哲学的自己の「転換復活」そのものを 表現 

しているという 意味で、 彼の「 繊悔 」の「往 

相」であ ると同時に、 それが、 他の相対的存 

在者を「 繊悔 」へと導くために 役立っものと 

して彼の「 援悔 」の「還相」の 側面でもあ る 

(9. 255) 。 この哲学は、 この二つの意味にお 

いて、 「 犠 恒道としての 哲学」であ ると考え 

られているのであ る。 

@  理性の死復活   中空肇の批判 

上述のとおり、 この「 俄 恒道としての 哲学」 
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においては哲学の 主体の「転換復活」が 重要 

な意味をもっている。 ところが、 哲学を遂行 

する人間の能力は「理性」であ ると考えられ 

る。 それゆえ、 ここでは「理性の 死復活」 

(9.39/50) という出来事が 問題にならざるを 

えない。 田辺自身の述べるところによれば、 

r 繊 恒道上以前の 彼の哲学、 すなわち上記の 

「自力哲学」が「 死 復活」をいまだ 経験して 

いない「自己同一的理性」によって 展開され 

たものであ るのに対して、 r 繊 恒道山以降の 

それは、 まさに上述の「 働 ， 悔 」において「転 

換復活」ないし「 死 復活」を経験した、 した 

がって、 通常の理性とは 異なった、 「超理性 

的理性」 (9, 48) あ るいは「理性ならぬ 理性」 

(7. 284/287) とでも言うべきものによって 展 

聞 された哲学でなければならない。 「他力哲 

学」という奇妙な 表現もまたこのような 事態 

に対応していることは 言うまでもない。 

しかしながら、 通常の理性と 異なる「超理 

性的理性」によって 展開される哲学とはいっ 

たいいかなる 哲学なのであ ろうか。 田辺の理 

解するところでは 生鉄、 それは彼自身の 哲学 

をも含めて、 それ以前に展開されたいかなる 

哲学とも異なるものであ り、 通常「哲学」と 

称されているものとは 基本的に異なったあ り 

方をしている。 この事態を表現するために、 

彼は自らこの 新しい哲学を「哲学ならぬ 哲学」 

(9. 4) とも名づけている。 

ここで当然次のような 疑問が浮かんでくる。 

すな ね ち、 もし理性が言葉の 真の意味で死ぬ 

のであ れば、 そして復活するのがわれわれが 

通常理解している 理性以外の何ものかであ る 

とするならば、 いかにして哲学が 可能であ ろ 

うか、 というのがそれであ る。 学問としての 

哲学を展開する 能力を論証的 く diskursiv) 理 

性 に限るならば、 この論証的理性の 死は哲学 

の死に他ならないのではなかろうか。 理性が 

復活するといっても、 それがもはや 論証的能 

力としての理性ではなく、 何か直観的な 洞察 

の能力としてのそれであ ったとしたならば、 

そのような理性には 学問としての 哲学はもは 

や可能でないと 言わさるをえない。 そして、 

少なくとも一見する 限り   後に見るとおり、 
氷見 漂 はこれに反対するが   田辺哲学にお 
いて死を経験するのはまさにこのような 論証 

的理性であ り、 復活する理性は 明らかにそれ 

とは異なった 能力でなければならないように 

居、 われる。 それゆえに、 中 楚筆 は 、 「 死 復活」 

した理性に基づく 田辺の「哲学ならぬ 哲学」 

は、 それが田辺の 主張どおりに 理解される 限 

り 、 学問としての 性格、 すなわち「学問性」 

をもつことができないと 考える。 中 埜の言葉 

を用いるならば、 「田辺にとって 哲学とは考 

えるものではなくて、 何よりも ( 行ずる } も 

のであ った。 しかしこの姿勢は 行きつくとこ 

ろ哲学の学問性の 否定につながることになら 

ざるを得ない」 。 4> のであ る。 

ところが、 田辺の「 繊 恒道としての 哲学」 

には、 このように断言してしまうことを 許さ 

ないような別の 側面があ る。 田辺においては、 

「 死 復活」を経験した 理性が展開する「 掛悔 

道 としての哲学」の 論理は、 「 死 復活」以双 

の彼の哲学の 論理と同じ、 弁証法的「絶対媒 

介の論理」   そしてそれは 田辺によれば 
「種の論理」でなければならない   に他な 
らない。 しかしながら、 論理とは哲学の 根幹 

であ り、 とりわけ田辺においては 哲学そのも 

のとさえ言ってよいものであ る。 それゆえ、 

同一の論理に 基づいている 二つの哲学の 一方 

がいわゆる「哲学」であ り、 他方が「哲学な 
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らぬ哲学」であ るといかにして 言いうるのか、 

このままでは 決して明らかではないであ ろう。 

弁証法的な「絶対媒介の 論理」、 「種の論理」 

が、 「 死 復活」以双のいわゆる「哲学」の 論 

理でもあ りえたのであ れば、 それと同じ論理 

に基づく 「 倒悔道 としての哲学」 ないしは 

「他力哲学」も、 結局「哲学ならぬ 哲学」な 

どではなく端的に「哲学」と 呼ばれるべきも 

のなのではなかろうか。 

中華もまた、 「田辺にとって 哲学そのもの 

に 他 ならなかった 弁証法的媒介の 論理は ( 倒 

，海道》 以 後も存続」 。 5> しているということを 

指摘した上で、 「田辺自身はこの 時期の自己 

の哲学 [ 「 働悔道 としての哲学」 ] が理性の 

放棄に成立つ 以上、 それが 居 、 弁と見なされる 

ことを強く拒んだはずであ るが、 私はやはり 

依然として居、 弁であ ると考える」 。 b) と 述べて 

いる。 へ一 ゲル学者であ る中堂にとって「 烏 、 

弁 」とはまさに 学問としての 真の「哲学」に 

他ならないはずであ るから、 彼もここで、 

「 働 悟道としての 哲学」が「哲学ならぬ 哲学」 

でほなく、 まさに学問としての「哲学」その 

ものでなければならないことを 主張している 

のであ る。 

さて、 このように考えてくると、 「 働 ，海道 

としての哲学」が 果たして田辺自身の 言うよ 

うに「他力哲学」ないし「哲学ならぬ 哲学」 

と呼ぶにふさわしいものであ るか、 あ るいは   

やはり他ならぬ 一つの「哲学」そのものなの 

ではないのか、 この点を再び 問題にせざるを 

えないように 思われる。 あ るいは、 結局同じ 

ことであ るが、 「 繊 ，海道としての 哲学」は   

弁証法的な「絶対媒介」の 論理の獲得をもっ 

てすでに始まっているのか、 あ るいは本当に 

彼の主体的な「 犠悔 」の体験を待って 始まる 

のか、 と問うこともできよう。 

このような問いは、 おそらく田辺にとって 

は、 彼を理解しない 者による問いでしかない 

であ ろう。 田辺の答えはおそらく 次のような 

ものになるであ ろう。 「絶対媒介」の 弁証法 

的論理はへ 一 ゲルがすでにカント 批判の結果 

到達していたものであ り、 田辺自身も へ一 ゲ 

ル研究の成果としてはやくから 獲得していた 

ものであ る。 しかし、 これは哲学においては 

従来、 すな ね ち、 へ一 ゲルにおいても、 「 犠 

悔 」以双の田辺においても、 十分徹底される 

ことがなかった。 それは、 それ以前の理性が 

相変わらず「同一性論理」の 束縛を完全には 

脱することができなかったからであ る。 そし 

て、 それゆえにこそ、 これまでに展開された 

全哲学は「他力哲学」、 「哲学ならぬ 哲学」、 

「 倒 恒道としての 哲学」にまでは 至らなかっ 

た。 ところが、 「同一性論理」に 束縛される 

理性を死に至らしめ、 この弁証法論理の 徹底 

を可能にしたのが、 田辺における「 樹悔 」の 

体験に他ならないのであ ると。 「 繊悔 」の対 

象は弁証法的な「種の 論理」のまさに「 不登 

底 」 (7.371) に他ならないのであ る。 

ところが、 この答えは満足のゆくものでは 

ないように思われる。 なぜなら、 あ る論理を 

徹底するということは、 どこまでもその 論理 

にしたがって 用   著 する ( ないしは哲学する ) 

ということであ り、 それは、 その論理に固有 

の必然性にしたがって 論理的な帰結を 導き出 

すということに 他ならないはずであ るが、 こ 

のような論理的操作を 徹底して行 う ために、 

主体的な何らかの「体験」が 必要であ るとい 

う主張がそのままでは 理解不可能であ ろうか 

らであ る。 もし、 どうしてもその ょう な特別 

の「体験」が 必要であ ると仮定するならば、 
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上述の論理が 徹底された結果もまた、 同じ 

「体験」をもたない 者には理解不可能でなけ 

ればならないであ ろう。 なぜなら、 論理の徹 

底による帰結が、 あ る理性にとって 理解可能 

であ るならば、 この理性もまた 自分自身でそ 

の論理を徹底することが 可能であ ると言わざ 

るをえないであ ろうからであ る。 

しかしながら、 たとえ「不登底」であ るに 

せよ、 「媒介の論理」、 弁証法論理を 一つの 

論理として認め、 その 必鉄性 にしたがって 居 、 

考を進めてきた 理性が、 そのままでは ( つま 

り、 特殊な「体験」なしには ) その論理にし 

たがった徹底的思考の 帰結を理解できないな 

どということがあ りうるであ ろうか。 もし 

「 働 恒道としての 哲学」の理解に「 朋悔 」 の 

体験が必要であ るとすれば、 それは「 樹悔 」 

の体験をもたぬ 人々に対する「 働悔 」のすす 

めには決してなりえないであ ろう。 しかし、 

これほ「 働 恒道としての 哲学」が自分自身の 

「還相回向」であ るという上述の 田辺自身の 

自己理解に抵触せざるをえない。 田辺は「 働 

悔 」の体験のない 読者にも「 働悔道 としての 

苦学」、 すなわち「絶対媒介」の 論理に徹底 

的にしたがった 思考成果が理解可能であ ると 

考えていたがゆえに、 これによって「 倒 ， 晦 」 

をすすめたのだと 言わざるをえない。 

しかしながら、 もしそうであ るならば、 い 

ったい「 働 ， 悔 」の体験は「 樹 ，海道としての 哲 

学」にとっていかなる 意味をもつのであ ろう 

か。 中華もまた同じ 疑問を次のような 形で提 

出している。 「田辺弁証法の 核心にあ る《 絶 

対 媒介 ) を徹底する限り、 自力から他力への 

転換はむしろ 論理的な払拭として 理解される 

のであ って、 哲学としては 必ずしも 働 ，悔の内 

体験 ( 「中略 l ) を必要としなかったのでは 

ないか、 ( M 中略 ] ) とすればその   点で働， 悔 

という余りにも 主体的な体験の 哲学的 ( 学問 

的 ) な 意味は何だったのであ ろうかというこ 

とであ る」 。 7> 。 いずれにしても、 田辺におい 

ては、 哲学の立場と、 「 撰悔 」という主体的 

な体験の次元との 関係がいかなるものであ る 

か、 またこのような 体験をとおして 獲得した 

ものを伝達する 方法と哲学との 関係がいかな 

るものであ るかが十分に 明らかにされている 

とは言いがたい。 それゆえに、 哲学的な思索 

と宗教的な体験や 洞察との間に 非連続、 ギャ 

ッ プ があ るという印象をもたざるをえないの 

であ る。 

l@  種の論理との 総合一氷見潔の 解釈 

ところで、 上の論述では、 「理性の死復活」 

という表現を、 哲学を展開すべき 論証的理， 性 

そのものの「 死 復活」として 理解し、 「哲学 

ならぬ哲学」もまた 文字どうり通常の「哲学」 

とは区別されたものとして 理解すべきだとい 

う方針が双提されてきた。 ところが、 このよ 

うな基本的方針そのものを 疑問 祝 する見解も 

存在する。 

氷見の見解によれば、 「 樹 恒道としての 哲 

学」の「 働悔 」や「絶対批判」に 際して理性 

は「語の的確な 意味に於て」死ぬわけではな 

い。 " 。 「 働悔 」や「絶対批判」において 超越 

的転換 カ として出会われる「絶対 無 」とは、 

田辺自身が従来合目的的全体 や 類約普遍とい 

った 理念として求め 続けてきたものであ るか 

ら 、 「 働悔 」や「絶対批判」においてはなし 

ろ 最勝義において 理性的なものが 成就してい と る 言わなければならないと 氷見は考える 

それゆえ、 「 樹悔 」において否定され、 「 死 」 
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を 経験するのは 理性的主体そのものであ ると 

言うことはできず、 むしろ、 「理俳的なもの 

の実現を意図しながら 特殊的な内容に 堕する 

ほかない経験的な 主体しての自己」 Ⅱの、 換 

言すれば、 真の論証的理性の 作用の遂行を 妨 

げる非理性的制約なのであ る。 したがって、 

「田辺の用語法に 引きずられて ( 理性の死 ) 

ということを 衝動的に語るのは、 決して正し 

くない態度であ ると思う。 否定し尽くされた 

のは、 実のところ、 制限された主体としての 

自己なのであ って、 大理性乃至神的理性その 

ものは、 [ 中略 ] 却って 働 ，悔の体験に 於て超 

越的慈愛と一つになった 形で現成してくる。 

それ故にこそ、 田辺 は 、 理性の復活を 経験し、 

か つ 哲学の新しい 出発を確信することができ 

たのであ る」 ul) 。 

氷見は「 援悔 」において否定されるものと 

して「小さな 理性的主体」 (12' という言葉も 

用いているが、 そこで意味されているのは、 

やはり、 人間主体に付着して 本来の理性作用 

を妨害している 制限に他ならない。 それゆえ、 

氷見の理解によれ ば 、 「 援悔 」の体験におい 

ては、 理性が死ぬのではなく、 むしろ特殊人 

間的な制約こそが 死ぬのであ って、 理性その 

ものはそのような 制約から解放されるにすぎ 

ないということになる。 

このように考えるならば、 前節において 取 

り上げた問題点は 解消することになる。 すな 

ね ち、 論証的理性は 死なない。 その主観的制 

紡 が死ぬだけであ る。 それゆえ、 「 犠悔道 と 

しての哲学」は、 田辺自身の言明に 反して、 

「哲学ならぬ 哲学」などでは 決してない。 そ 

れはれっきとした「哲学」に 他ならない。 氷 

見はこのように 考え、 「 働 ・恒道としての 哲学」 

の「学問 牲 」を疑問 規 する中 華に 対して明確 

に 反対するのであ る。 

ところで、 氷見の田辺解釈において、 十分 

注意が必要な 点がもう一つあ る。 それは、 

「 援悔 」がそもそも 関係していると 氷見が理 

解する理性の 主観的制約なるものが、 「根源 

悪 」や「原罪」とでも 言 う べき、 人間の理性 

一般に内在する 普遍的な制約ではないという 

点であ る。 彼が念頭においている 理性に対す 

る主観的制約とは 日本人的、 民族的制約に 他 

ならないのであ って、 「原罪」や「根源 悪 」 

といった普遍人間的な 制約ではない。 「何故 

なら、 [ 中略 ] 種の論理を支柱とする 従来の 

田辺の哲学思想は、 彼自身の日本人的に 限局 

された主観性のゆえに、 行き詰まらざるを 得 

なかったのであ る。 従って、 彼が哲学に於て 

新たな出発をなし 得るためには、 まずもって、 

この主観的制限が 否定し尽されて 超克される 

のでなくてはならなかった 筈であ る。 絶対批 

判・ 犠悔は 、 まさしくそういう 必然性に基づ 

いて、 民族的に制限された 小さな理性主体の 

( 自力》に対する 徹底的否定の 経験として起 

こってきたものであ ったに違いない」Ⅱ 3)0 

「 犠梅 」の体験以降も「絶対媒介」の 弁証 

法論理であ る「種の論理」が 相変わらず有効 

であ り、 やはり純粋にこの 論理を徹底したと 

ころの「 繊悔道 としての哲学」によってそれ 

は新しく基礎を 与えられ、 そこでさらに 徹底 

した展開がなされうるのだという、 田辺自身 

の自己理解に 即して見るなら ぱ 、 氷見のこの 

ような解釈には 説得力があ る。 つまり、 「種 

の論理」を展開した 理性は確かに 弁証法的理 

性であ ったが、 それには日本人的、 民族的制 

約が 窩 わりついていたがゆえに、 その働きを 

徹底することができなかったのであ って、 い 

まやこの民族的制約が 取り除かれたがゆえに、 
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真に弁証法的な 理性がその働きを 徹底し、 弁 

証法的な「種の 論理」の登底した 展開が可能 

になった。 そして、 これこそが「 犠 ，海道とし 

ての哲学」に 他ならないと 言うのであ る。 

氷見の以上のような 解釈を裏 づける叙述は 

干 繊悔道 山のうちにもすでに 見いだされると 

言うことができる。 すな ね ち、 そこでも田辺 

は 、 彼の「 働悔 」において否定されるべきも 

のが、 彼個人の罪ではなく、 むしろ「国家国 

民」が「連帯責任」を 負っているような 罪で 

あ ることを強調しているのであ る ( 丁働悔道 山 

の「 序 」を参照、 ) 。 

しかしながら、 干犠悔道 山から ァ キリスト 

教の辮請山 (l948 年 l 月 脱稿、 同年 6 月刊行、 

以下 圧辮 請山 と 略記する ) へと田辺の思想が 

発展しなければならなかった 必献性 に着目す 

るならば、 上記の氷見の 解釈が正当であ るこ 

とがより明確になる。 すな ね ち、 田辺が対象 

を親鸞の浄土教からキリスト 教へと変更する 

動機そのものが、 「 働悔道 としての哲学」を 

「種の論 理 」の整合的な 展開として位置づけ 

ること、 そうすることによって、 自分の宗教 

哲学が社会的実践の 理論でもあ ることをより 

明確に打ち出すことにあ ったからであ る。 田 

辺にとって、 キリスト教は「種の 論理」にお 

ける「 種 」と見なされるべき 一 民族の宗教で 

あ るユダヤ教を 基盤として成立した 宗教であ 

り、 イエスの活動は 同時に社会変革の 運動と 

しても評価すべきものであ った。 それゆえ、 

彼は、 キリスト教を 手引きにすることによっ 

て、 「 働悔 」が「率先的連帯 倒 ， 晦 」でなけれ 

ばならず、 「絶対批判」が「民族批判即自己 

批判」でなければならないとする 社会存在論 

あ るいは行為による 歴史形成の理論を 展開す 

ることが可能であ ると考えたⅡ 4, 。 すな ね ち、 

田辺はここで、 「 犠悔 」あ るいは、 そのキリ 

スト教的表現であ る「 悔改 」において否定さ 

れるべき罪が 個人の自己反省によって 発見さ 

れるような人間一般に 内在する「原罪」など 

ではなく、 その個人が属している「 種 」とし 

ての民族社会そのものが 有しており、 それゆ 

えにこそ個人もまたそれに 属する一社会存在 

として「連帯責任」を 負わなければならない 

ような罪であ ること、 そのように考える 場合 

にのみ具体的な 社会変革のための 実践の理論 

が可能になるということを 明確にしようとし 

ているのであ る。 

このような田辺の 意図がもっとも 明瞭に読 

み取れるのは、 氷見が述べているとおり、 こ 

の書物の「 序 」においてであ るⅡ 引 。 田辺の 

論述を見てみよう。 

そもそも 悔改は イェスに於ても 預言者に 

於ける如く、 本来民族の罪に 係はるので 

あ って、 中世から近世の 旧新教会の信仰 

に於ける如く、 人類の原罪乃至自己の 根 

元悪に直接関係するものではなかつた。 

すなは ち それは論理的にいへぼ、 差当た 

り 種的であ って、 直接に類 個 合一の立場 

に立つのではなかったのであ る。 神の糞 

とか神の怒とかいふの ほ、 専ら民族の正 

義と審判とに 係はる種的関係であ ること 

が、 ュデヤ教 以来の伝統であ る。 それで 

あ るから、 悔 改も専ら人間性一般の 内包 

的 無限の罪悪に 直接 係 はるよりも、 差当 

たり民族全体の 外延的無限の 罪過に係は 

り、 之を通じて前者と 間接的に関係する 

といふべきものであ ったのであ る。 (l0 ． 

l5-l6) 

18 南山宗教文化研究所報第 2 号 l992 年 



今や私は福音の 具体的 辮 詮を通じて、 従 

来内包的自覚を 主としたためになほ 媒介 

の不十分であ った 蛾悔遣る 、 新に種の論 

理の外延的見地と 媒介統一することによ 

り、 今まで実存哲学的傾向に 偏して、 唯 

物論の側から、 い はゆる「神聖家族」の 

主観主義と攻撃せられた 抽象性を、 もは 

や脱却する途が 開かれたことを 信ぜ さ る 

を 得ない。 しかもこの宗教的解放却社会 

的解放の革新主義は、 ただイェスの 福音 

の与えた教化であ って、 パウロの保守主 

義のあ づ かるところではなかつた。 彼に 

於ては、 民族的罪過に 対する連帯 働 悔の 

痕跡だに見出されない。 彼に発する教会 

本位の宗教は、 ただ人間一般の 罪を、 自 

己の内的反省に 於て自覚するに 止まる。 

すな は ち 、 そこに種の媒介は 全く欠ける 

のであ る。 (@, l6) 

そして、 それゆえにこそ、 田辺はキリスト 教 

に対してパウロからイエスへと 立ち還ること 

を「第二次宗教改革」として 要求するのであ 

る (@, l7) 0 

ところが、 氷見も指摘しているとおり、 こ 

の 書物の「本論」においては、 上記のような 

論述の意図が 十分に貫かれているとは 言いが 

たいⅡ 6, 。 なるほど、 相変わらず「連帯 働悔 」 

の重要性が強調されてはいる。 しかしながら、 

その「連帯」が「種の 論理」における「 種 」 

としての民族共同体の 範囲に限定されるべき 

であ るという当初の 理解は明らかに 影を潜め 

ていると言わざるをえない。 この傾向は次の 

ような田辺の 論述にも現われている。 

宗教的 犠 悔は自己一身の 罪悪に係はるの 

みならず、 種 としての人間全体の 罪業に 

係はるのでなければならぬ。 連帯 働悔が 

犠 悔の具体的形態たるの ゑ んであ る。 愛 

の連帯はそこから 対自化せられるものに 

外ならない。 (l0, l06) 

況や人間一般の 罪悪と民族の 重ね 来 った 

罪業とを自己の 連帯責任として 自覚する 

彼 [ イエス ] にとって、 連帯 犠悔 を街 ゐ 、 

ことは当然であ った筈であ る。 彼の説き 

勧めた 悔改は、 決して単に個人自身の 罪 

にのみ係はるものではなかつた。 それは 

むしろ民族全体の 罪過に係はるものであ 

ったのであ る。 (l0 ． l37) 

第一の引用における「 種 としての人間全体」 

という表現が 奇異な感じを 与えるであ ろう。 

「人間全体」はむしろ「 類 」と呼ばれるべき 

ではないだろうか。 ここでも田辺が「種の 論 

理」を俳頭において、 その上で「人間全体」 

を「 種 」の概俳によってとらえようとしてい 

るのかどうかは 明らかではない。 しかしなが 

ら、 「 蛾悔 」が関係するべき 罪が民族共同体 

の罪であ るという意識が 後退しているという 

ことだけは疑うことができない。 それはあ く 

まで「人類全体の 罪業」であ るとされている 

のであ る。 また第二の引用では、 「 俄悔 」 な 

いし「 悔改 」が関係すべき 罪が「民族全休の 

罪過」であ ることが確かに 最後になって 強調 

されている。 ところが、 イエスがそれに 対し 

て 「連帯責任」を 自覚するところの 罪が、 

「民族の重ね 来 った罪業」に 限定されてはお 

らず、 「人間一般の 罪悪」でもあ るのだと、 

それに先立つ 部分において 述べられているた 
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めに、 最後の文章における、 民族の罪への 限 

定はその 必辣 性を欠いてしまっていると 言わ 

ざるをえない。 

これは、 氷見が述べているとおり、 「 序 」 

において提出されている 論述のフランからの 

明らかな逸脱であ り、 論旨の整合性を 失して 

いるという意味で、 F 辮誼山 という書物の 重 

大な欠陥であ ると言うことができる。 「 序 」 

の プランによれば、 イエスの「連帯 撰悔 」 が 

関わるべきはまず 何よりも「 種 」としての 民 

族の罪でなければならなかったはずなのに、 

「本論」ではそれが「原罪」とでも 言うべき 

人類全体の罪に 置き換えられてしまっている。 

それゆえ氷見は 、 [ 恩誼Ⅲの「本論」におけ 

る田辺のこの 逸脱の原因を、 人類全体の負う 

罪であ る 「原罪」がイエスの 十字架上の死に 

よって購われる ㏄ 匝罪 ) とする既成キリスト 

教の教義 ( 「神学的公式論」と 氷見は名づけ 

ている ) の影響を、 この既成キリスト 教の権 

威に対す る 「 コ ンプレックス」ゆえに 田辺が 

避けることができなかったということに 求め、 

そのような田辺の 態度を強く非難しているの 
であ る 1T71 。 

lll 連帯掛 悔 

それでは、 氷見の解釈が 全面的に正しく、 

中堂 が 提出したような 疑問は完全に 無用にな 

ってしまったと 言えるのであ ろうか。 おそら 

くそのように 言うことはできないであ ろう。 

田辺には、 氷見が指摘したような 方向へと論 

述を進めようとする 意図が確かにあ ると認め 

られる。 しかしながら、 その方向へと 整合的 

に論述を進めることを 妨げるような 何かもま 

た「 働 恒道としての 哲学」という 思想自体に 

( より具体的に 言えば、 その中でもとりわけ 

田辺の「 俄 ， 悔 」という回り 体験に基づくもの 

のうちに ) 内在しているように   思われる。 そ 

して、 中華 が 提出した疑問もまた、 その何か 

に関係しているように 思われるのであ る。 

上述のとおり、 田辺は丁 恩 誼 コの 「 序 」で 

提出している 論述のフランをその「本論」に 

おいては完全に 遂行することができなかった。 

そして、 氷見はその原因を、 既成のキリスト 

教教義に対する 田辺の「コンプレックス」に 

基づく 遠 慮や弱腰に求めた。 しかしながら、 

このよう な 氷見の見解に 同意することはでき 

ない。 ラ 欠見も認めているように、 田辺は、 

「 序 」においては、 キリスト教側からの 批判 

を覚悟し た 上で、 自分が何を論じるべきかを 

明瞭に堂々と 語っている。 そこには、 既成の 

キリスト教に 対する何等の 遠慮も見られない 

と言ってよい。 そうであ れば、 「本論」にお 

いてのみそのような 遠慮をしなければならな 

い 必妖性 はどこにもないはずであ る。 それゆ 

え、 「 序 」において明確に 表現した論述のプ 

ランを「本論」において 田辺が維持できなか 

った 原因を、 氷見のように、 既成キリスト 教 

教義に対する「コンプレックス」といった 偶 

然的なものに 求めることは 不適切であ ろう。 

むしろ「 働 ，海道としての 哲学」という 思想そ 

のものうちにこそ、 「 序 」で立てたプランの 

遂行を阻むような 何かが内在していると 考え 

るべきではないだろうか。 

そこで、 本稿では「連帯 犠悔 」の概俳を取 

り上げて検討してみることにする。 田辺が 

FP=B 誇山 において「 繊悔道 としての哲学」と 

「種の論理」とを 結びつけようとする 上で、 

この概念が重要な 役割を果たしていること、 
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あ るいはより厳密に 言えば、 重要な役割を 果 

たすことを期待されているということは 明ら 

かであ る。 

しかしながら、 回心体験、 田辺の言葉で 言 

えば「 死 復活」の体験としての「 撰 ・ 悔 」の 

「往相」が分析、 叙述される際には、 それが 

同時に「連帯 働悔 」でもあ ると考えなけれ ば 

ならないことの 必辣 性は決して明らかにはな 

うない。 「往相」としての「 樹悔 」は、 あ く 

まで自己自身の 救済とその自覚にのみ 関係し 

ているからであ る。 すな む ち、 「 撰 ， 悔 」はま 

ず「素直に私自身を 直視し、 外一切に向 ふ 眼 

を内に転じて、 自己の無力不自由を 徹底的に 

見極め」 (9.4) るということにはじまり、 自 

己の救済の自覚に 至るのでなければならない。 

それは、 さしあ たり「全く私一人の 実存的自 

覚」 (9, 38) なのであ る。 

それゆえ、 「連帯」の自覚が 生じるのは本 

来「 繊 ， 海 」の「還相」においてに 他ならない。 

丁辮譚山 においては「 働 ， 悔 」という言葉、 あ 

るいはこれのキリスト 教的表現としての「， 悔 

改 」という言葉が、 千掛 ，海道山における 往還 

向 相 にまたがる広義の「 働 ， 悔 」概俳のうちの 

「往相」のみを 表現するように 限定される傾 

向が強いということは 容易に看取される。 そ 

して「還相」の 方は「 愛 」という言葉によっ 

て表現されるようになる。 そこで、 田辺が次 

のように述べるとき、 彼もまた、 「連帯」の 

自覚が「 働悔 」の「往相」においてではなく   

「還相」においてこそ 生起すべきものであ る 

ことを認めていると 言うべきであ ろう。 

蛾 悔の転換がここまで 対自化せられ、 無 

が 無即愛 として享受感謝せられるに 至れ 

ば、 働悔は 払拭 は 愛の実践とならなけれ   

ばならぬ。 それはもはや 自己の単独なる 

自覚ではなく、 自他交互転換授受の 連帯 

自覚であ る。 (l0. l37) 

それでは、 田辺の言う「連帯 撰悔 」の概俳 

は本当にこのような「還相」に 限定されてい 

るのであ ろうか。 田辺の論述を 詳細に見るな 

らば、 必ずしもそうでないことがわかる。 

実存は連帯の 自覚を通じて、 犠 悔の主体 

から愛の主体 に 発展する弁証法の 必然に 

従ひ、 単独ではなく 共同であ ることを木 

質とするのであ る。 (l0, l37) 

連帯 働悔 はかかる連帯責任の 自覚を媒介 

とする 犠悔 であ るから、 それは 必 殊にこ 

のような自己犠牲の 傾向を含蓄する。 し 

かしなほ 掛悔に 止まる限り、 愛の自己否 

定的行為の対自的なるに 比し即自的なる 

ことを免れない。 ( l0. l53) 

このように、 「連帯 働悔 」は「往相」が「還 

相」に転じる 契機とされているわけであ る。 

つまり、 「連帯 犠悔 」は、 それが「 犠悔 」で 

あ ることによって「往相」とのつながりを 保 

ちながら、 同時に「連帯」であ ることによっ 

て、 「 賛 」すなわち「還相」と 結びつくと理 

解されているとしか 考えられない。 

それでは、 田辺は、 なにゆえ「連帯 犠悔 」 

が「還相」において 生起すべきものと 限定せ 

ず 、 「往相」との 関係をあ くまで主張しよう 

とするのであ ろうか。 

そこでまず、 田辺自身の理解にしたがって 、 

「 犠悔 」の「往相」における「転換」以双 

( 必ずしも時間的であ る必要はなかろう ) の 
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自己が「 種 」的民族的制約ないしは 罪に纏わ 

りっかれていると 考えよう。 そ う すると、 自 

己はこの罪を 民族共同体と 共有するのであ る 

から、 これに「連帯責任」を 負 うと 言 う こと 

ができるであ ろう。 

しかしながら、 この「転換」後の 実存は、 

この「転換」をとおして「 種 」的、 民族的な 

制約の否定を 経験するはずであ る。 それゆえ、 

この「相対還相」としての「連帯 撰 ， 悔 」 ( つ 

まり 「 往 f 目 」たる 「 俄悔 」の結果としての 

「連帯」の自覚 ) の「連帯」はもはや、 「 種 」 

的、 民族的な共同体に 限定されることは 生鉄 

のことながらあ りえない。 つまり、 この「連 

帯」は、 民族共同体との「連帯」ではなく、 

人類全体、 いわゆる「隣人」との「連帯」に 

他ならない。 ( よきサマリア 人 ) の例は、 

「 繊悔 」の「還相」の 側面であ る「 愛 」の本 

質に関わっているのであ る。 このように考え 

てくると、 「 種 」的な民族共同体とのみ 関係 

すべき「連帯」は 回り体験としての「 繊悔 」 

に基づく ( あ るいはその「 還 f 目 」としての ) 

「 愛 」とは異なった 何ものかでなければなら 

な い はずであ る。 回り体験に由来する「 犠悔 」 

の「還相」としての「 愛 」は「 種 」的な民族 

共同体に限定されようがないのであ る。 

しかしながら、 田辺は「種の 論理」を「 倒 

悔道 としての哲学」に 結びつけようとしてい 

るのであ るから、 「 働悔 」の「還相」が「 種 」 

的社会に限定される 必要があ る。 この場合、 

「還相」が「 種 」的社会に限定されるために 

は、 何らかの仕方で「往相」の「 働悔 」が 

「 種 」的社会による 限定を被っている 必要が 

あ ると考えるのは 白状であ ろう。 まさにそれ 

ゆえ、 田辺は、 民族的な罪や 制約に対する 

「連帯責任」の 概念をとおして「連帯の 自覚」 

を 「往相」としての「 撰 ， 悔 」のうちに持ち 込 

もうとしているのであ る。 「連帯 犠 ・ 悔 」とい 

う奇異な用語が 本来要求しているように 居 、 わ 

れる内容、 すな ね ち、 「往相」の「 俄 ， 悔 」そ 

のものが「連帯」の 自覚を有していなければ 

ならないという 主張はそこから 生じているわ 

けであ る。 

しかしながら、 上述のとおり、 「往相」の 

「 犠 ， 悔 」は個々の実存の 自分自身の救済、 自 

分自身の「 死 復活」ないし「転換復活」の 自 

覚なのであ って、 その際の罪に 死ぬという時 

の罪も、 それが民族の 罪であ るか人類普遍の 

「原罪」であ るかといったことではなく、 ま 

さに自分自身の 罪であ るということこそに 重 

要性があ るはずであ る。 「往相」としての 夏 

剣な 「 働悔 」にとって、 「連帯」の自覚は 木 

質的な契機ではないのであ る。 

このように見てくると、 「 働 ， 悔 」は、 その 

「 往 f 目 」においては ( 民族共同体の 範囲内の 

ものであ ろうと、 いわゆる「隣人」とのもの 

であ ろうと ) 「連帯」がそもそも 問題になら 

ないような性質のものであ り、 また「還相」 

においては、 まさに「連帯」が 問題になるも 

のの、 その「連帯」はもはや「 種 」としての 

民族共同体の 範囲内に限定されることはでき 

ないわけであ る。 しかし、 そうであ るとすれ 

ば、 「連帯 樹悔 」の概俳は、 「 倒 恒道として 

の哲学」と「種の 論理」とを総合するものと 

してうまく機能していると 言えるであ ろうか。 

「 個 」を強力に制約しつつも、 同時に「 個 」 

の自由な活動をとおして「 類 」の普遍性へと 

開かれる側面を 有する「 種 」を中心とする 

「種の論理」は、 ここで十分働いていると 言 

えるであ ろうか。 むしろ、 回心体験としての 

「 働 ， 晦 」から出発する「 犠 ，海道としての 哲学」 
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結 論 

最後に、 以上のことを 整理しておこう。 氷 

見は確かに「 犠悔道 としての哲学」に 基づい 

て社会的実践の 理論を構築しようという 田辺 

の意図をよく 読みとり、 それが「種の 論理」 

との整合的な 総合によって 可能なのだという 

田辺自身の理解に 即してそれを 再構成してみ 

せた。 しかし、 氷見も認めるとおり、 田辺自 

身はこれを遂行することができなかった。 そ 

して、 その原因は、 氷見が考えたように、 田 

辺の既成キリスト 教に対する「コンフレック 

ス」に基づく 優柔不断というような 偶 献酌要 

因に帰されるべきでほなく、 むしろ「 働悔道 

としての哲学」という、 「 倒 ， 悔 」の回り体験 

に基づく 思 、 想 そのものが「種の 論理」との整 

合的な総合を 拒むようなものであ るというこ 

とに求められるべきなのであ る。 

まず、 「種の論理」を「 働 ・海道としての 哲 

学」に総合するために 導入された「連帯 撰 ， 悔 」 

という概念が、 田辺が敗戦直双にしたと 思わ 

れる回心体験としての「 犠 ， 悔 」を越え出てい 

ると考えざるをえない。 なぜなら、 「往相」 

としての「 撰悔 」は本来個々の 実存の自分自 

身の「 死 復活」ないし「転換復活」の 体験な 

のであ って、 そこでは「連帯」の 自覚は決し 

て木質的な役割を 果たすことができない。 こ 

の意味において、 「連帯 働悔 」は「 樹悔 」 の 

「往相」としては 考えられない。 

これに対して、 この「 働悔 」の「往相」を 

前提とする「還相」としての「 愛 」において 

は「連帯」の 自覚が 木 質的な意味をもってく 

る 。 しかしながら、     の「還相」における 

「連帯」は「 種 」としての民族共同体には 本 

未決して限定されることができない。 

したがっ て 、 「連帯 働悔 」の概俳をとおし 

て 、 「種の論理」を「 韻 恒道としての 哲学」 

に総合しようという 田辺の試みはそもそも 失 

敗を運命づけられているもののように 思 、 われ 

るのであ る。 

また、 田辺は、 この「 働悔 」において体験 

した転換を「理性の 死復活」という 言葉で表 

現し、 その内容を、 日本人的、 民族的制約か 

らの理性の解放であ ると同時に、 「同一性的 

論理」による 束縛からの理性の 解放と、 その 

結果としての 弁証法論理の 徹底であ ると叙述 

している。 ところが、 この二つのいずれの 場 

合にも、 氷見が述べるとおり、 理性は言葉の 

真の意味で「 死 復活」 してはれない。 どちら 

の場合にも、 哲学的思考を 遂行するべき 論証 

的理性は転換の 前後をとおして 変わることな 

く 生き続けていると 言わざるをえない。 

しかしながら、 まさにそれゆえにこそ、 こ 

のような二つの 叙述は、 回心体験としての 

「 趨悔 」の叙述としては 不適切であ る。 まず、 

日本人的、 民族的制約からの 解放はそのよう 

な宗教体験、 回心体験を必要とするものでは 

なく、 普遍性を要求する 通常の理性的反省の 

徹底によって 原理的には十分可能であ る。 こ 

こでいう民族的制約、 民族的主観性とは、 氷 

見の言うとおり、 「 種 」の概俳において 本来 

はさまざまな 民族を理解すべきであ ったにも 

かかわらず、 実際には「日本民族」のみを 念 

南山宗教文化研究所報第 2 号 1992 年 23 



頭におき、 また「国家」の 概念においても 現 

実のさまざまな 形態の諸国家を 念頭におくべ 

きであ ったにもかかわらず、 実際には「日本 

国家」のみを 念頭においていたという、 田辺 

の「 視 圏の偏狭さのこと」に 他ならないであ 

ろうⅡ 8, 。 と ろが、 そうであ れば、 それは 
田辺がそれまで 展開していた「自力哲学」と 

しての「種の 論理」の本質的な 欠陥ではあ る 

とは言えまい。 それは、 そもそも「種の 論理」 

の払拭的な帰結ではないし、 「 種 」の概俳の 

内容が本来「日本民族」に 限定されるべきで 

はないことが、 氷見によっても 指摘されてい 

るように、 このような誤りの 訂正は、 「自力」 

による「合理主義的 患 、 考態度」の維持によっ 

ても十分可能なはずであ り、 「自力哲学」が 

必然的に陥る 限界といったものでも 決してな 

い 。 それゆえ、 田辺が「合理主義的思考態度」 

を貫き通すことができず、 「非合理的主観性」 

のゆえに本来あ るべからざる 結論に到達して 

しまったとしてもⅡ y, 、 そのような誤りから 

脱却し、 「合理主義的思考態度」を 貫くため 

に特別な主体的回心体験、 「自力」の否定な 

どが必要になるわけではない。 「他力」の 待 

としての「 俄悔 」は、 民族的制約、 民族的主 

観性からの脱却のために 特に必要とはされな 

いのであ る。 

また、 「同一性的論理」を 越えた弁証法的 

論理には、 へ一 ゲル研究をとおして 田辺もま 

た回心体験以前に 到達していた。 しかし、 回 

心体験が単にこの 新しい論理の「登底」のた 

めにのみ役立ちうるのだとすれば、 それは奇 

妙なことにならざるをえないであ ろう。 すな 

ね ち、 弁証法的論理を 発見し、 それをあ る程 

度まで展開するためには、 「 働悔 」という回 

心体験は ( したがって「他力」の 働きも ) 必 

ずしも必要でないが、 これを徹底的に 展開し、 

「 怪悔道 としての哲学」にまで 到達するため 

には回心体験 ( それゆえ「他力」からの 働き 

かけ ) が必要であ ることになる。 そして、 こ 

れは同時に、 「 蛾悔道 としての哲学」の 真の 

成果を理解するためには「 働悔 」という回心 

体験が必要であ るということをも 意味するこ 

とになるが、 そうするとそれは、 「 趨悔道と 

しての哲学」が 田辺自身の「相対還相」の 

「回向」であ り、 これをもって「 働悔 」をす 

すめるのだという 田辺自身の理解にも 反する 

ことになるのであ る。 

このように考えるならば、 田辺の「 掛悔 」 

という直接的な 回心体験と、 それに対して 彼 

自身が提出している 二つの哲学的な 解説との 

間 には、 明らかにギャップがあ るように思わ 

れる。 それゆえ、 中華 が 提起した疑問も 意味 

なしとしてしまうことはできない。 もちろん、 

哲学的解説の 方を真剣に受け 取るとすれば、 

氷見が述べるとおり、 「理性の死復活」を 文 

字どおりに理解することは 許されない。 論証 

的理性は死んではおらず、 それゆえにこそ 哲 

学 がさらに引き 続き展開されうるわけであ る。 

しかしながら、 この立場に固執する 限り、 今 

度は田辺の回心体験としての「 樹悔 」を真剣 

に受け取ることができなくなるように 思われ 

る。 「 俄悔 」という回心体験を 文字どおり表 

現していると 思われる「 死 復活」、 「哲学な 

らぬ哲学」、 「他力哲学」などを 真剣に受け 

とめ、 田辺宗教哲学を、 この体験に裏 打ちさ 

ね たパラダイム・シフトの 要求として真剣に 

理解しようとするならば、 つまり、 田辺宗教 

哲学自体の ( 繊悔 の 行 ) としての性格を 真剣 

に受け取ろうとするなら ぱ 、 中卒 が 立てた問 

いは相変わらず 有効であ る。 すな ね ち、 回心 
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体験が哲学に 与えた 影審 が本当に決定的なも 

のであ ったと言えるのか。 もし言えるとした 

ら、 その現われはどこに 見られるのか。 この 

ような問いがそれであ る。 そして、 それは、 

回心体験と哲学の 立場との間にあ るように思 

われるギヤ ップ をいかにして 埋めることがで 

きるかという 問いでもあ る。 

注
 

(l@  田辺元の著作は、 筑摩書房 版 「田荘元 

全集」 ( 全 l5 巻、 l963 年 ) に収められた 

ものを使用する。 引用箇所や参照箇所を 

指示する場合にも、 この全集の巻数とぺ 

ージ数を示し、 割注にして本文中に 挿入 

する。 引用に際してほ、 漢字を旧字体か 

ら新字体に改めた。 ただし、 旧字体が特 

別 な意味を担わされている 場合はこの限 

りではない。 なお、 引用文中の [ ] 内は 

引用者による 補足であ る。 

(2) 最 晩年の田辺は 禅を高く評価するよう 

になった。 それゆえ、 田辺が 嵌 晩年にお 

いても「他力哲学」の 立場を維持してい 

たという見解には 疑問を差しはさむ 余地 

があ るように思われるかもしれない。 木 

稿 ではこの問題には 立ち入らない。 しか 

し 、 本稿筆者は、 「 掛悔道 以来田辺の立 

場は超越的転換 カ としての他力に 対する 

随順という根木性格に 於て終始一貫して 

いる」という 氷見潔の見解に 同意するの 

で、 本文におけるような 立場をとった。 

氷見潔子田辺哲学研究   宗教哲学の観 
  点から山北 樹 出版、 l990 年、 322-335 ぺー 

ジ な 参照。 上の引用は 333 ベージからのも 

のであ る。 

(3)  それにもかかわらず、 田辺はまた同時 

に次のようにも 述べる。 「私は援 悔道 と 

しての哲学が 親鸞の信仰思想に 影響せら 

れ指導せられて 発生したものではなくし 

て、 理性批判の絶対批判に 至る徹底の帰 

結が之を必然ならしめたのであ ることを 

主張する」 (9.39) 。 「 繊悔 道は哲学そ 

のものの理性批判としての 途を往 奏 して 

達せられる論理的帰結なのであ る」 (9, 

4 の。 しかしながら、 そうであ れは、 親 

接 の 「還相回向」の 田辺に対する 働きは 

どのように理解すれば よい のであ ろうか。 

また、 理性批判を絶対批判にまで 徹底し、 

論理的帰結を 導き出すという   点に、 他力 

がどのように 関係し ぅ るのであ ろうか。 

しかも、 それが親鸞という 相対的存在者 

の「還相回向」をとおして 働くのだとす 

れば、 それはいったいいかなるものなの 

であ ろうか。 本稿 の テーマとしてこの 後 

論じられる問題であ る、 田辺の回心体験 

と彼の哲学の 立場との間にあ るように思 

われるギャップがこの 点にも現われてい 

ると考えられる。 

(4) 中堂 肇 「 [ 田辺哲学 ] 解説」 ( 周編 

千 近代日本思想大系 23 田辺元葉山流 

塵書房、 l975 年、 425-458 ぺージ所収 ) 

  32 ぺージ。 

(5@  周書、 456 ぺージ。 

(6@  回書、 440 ぺージ。 

(7) 回書、 449 ぺージ。 

(8) 氷見 潔 、 前掲 書 、 l4l ぺージ。 

(9@  同ページ参照。 

い 0@  同 ぺージ。 

Ⅲ )  周書、 l42-l43 ぺージ。 

(l2@  回書、 l4l ぺージ、 l42 ぺージ。 
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い 3@  司書、 l43 ぺージ。 

い 4@  これらの用語は 田辺自身のものではな 

く、 氷見が田辺の 思想を分析する 際に用 

いているものであ る。 的確な表現であ る 

と思われるので、 本稿においても 借用さ 

せてもらう。 回書、 とりわけ 2l3-222 ぺー 

ジ な 参照。 

(15) 回書、 259-260 ぺージ参照。 

(16) 回書、 ?60-?70 ぺージ参照。 

(17) 回書、 975-277 ぺージ参照。 

(18) 周書、 l2l ぺージ参照。 

(19) 回書、 l20 ぺージ参照。 

( ほろ・あ つひこ 本研究所研究員 ) 
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